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本日は雨の中をお出でいただきましてありが

とうございました。私ども JICA の基礎分野・課

題別「教育」チームが主催いたします「基礎教

育」のシンポジウムを始めさせていただきます。

私は本日の司会を務めさせていただきます佐久

間と申します。よろしくお願いいたします。

初めに、本日プレゼンテーションをしていた

だく方々をご紹介させていただきたいと思いま

す。まず国際協力銀行の盛本功爾郎さんです。

盛本さんは 1988 年に文部省に入省されまして、

1991 年には文部省の初等・中等教育局の中学校

課、1992 年には同課の生徒指導係長、1993 年

から高等教育局企画課法規係長兼企画係長を務

めていらっしゃいます。1995 年には総務庁にい

らっしゃいまして、1997 年には大分県教育委員

会生涯学習課長、2000 年には香川大学研究セン

ターの助教授を経られまして、現在、国際協力

銀行の開発審査部副参事役でいらっしゃいます。

次に、三宅隆史さんです。三宅さんは、1986

年から日本ユネスコ協会連盟に勤務されまして、

1994 年にシャンティ国際ボランティア会、当時

は曹洞宗国際ボランティア会という名称でした

が、そちらに勤務されまして、対カンボディア・

ラオスにおける教育協力活動の後方支援、地球

市民教育、政策提言、調査研究活動を担当して

いらっしゃいます。2000 年９月から昨年 10 月

まではビルマ国境地域のメーサリアンの事務所

長としてビルマ難民支援事業を担当されており

まして、2001 年からシャンティ国際ボランティ

ア会の東京事務所事務局次長、教育協力 NGO ネ

ットワークの事務局を務めていらっしゃいます。

次に、萱島信子さんです。萱島さんは、1982

年に国際協力事業団に入団しまして、研修事業

部、無償資金協力部等で勤務しました。その後、

パリ第６大学教育学部大学院及び UNESCO で

研修を受けまして、企画部、社会開発協力部、

基礎調査部等を経、現在神奈川国際水産研修セ

ンター研修室長を勤めています。私ども課題チ

ームのコアメンバーとして活躍しております。

最後になりましたが、村田敏雄さんです。村

田さんは、名古屋大学大学院国際開発研究科修

士課程を修了した後、1990 年に青年海外協力隊

でコスタリカに日本語教師として派遣されまし

た。その後、JICA のジュニア専門員という制度

で JICA に勤務しました。その後、グァテマラ女

子教育協力の技術協力専門家を経て、2000 年か

ら国際協力専門員として国際協力総合研修所に

勤務しており、現在は JICA の教育分野における

在外調査、調査研究、研修指導、技術的助言等

を主に携わっております。

本日は三部構成になっておりまして、第一部

は村田さんから途上国の教育の現状についてご

報告いただきます。その後、第二部では盛本さ

ん、三宅さん、萱島さんの方から、各組織が途

上国の現状を踏まえてどのような取り組みをし

ているのかについてご報告いただきます。第三

部では、質疑応答とフリーディスカッションと

いうことで考えております。皆さんの方から積
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極的にご発言いただきまして、双方向のコミュ

ニケーションができればと考えておりますので

よろしくお願いいたします。

それでは早速第一部に入りたいと思います。

村田さん、よろしくお願いします。

２２２２．．．．第第第第一一一一部部部部「「「「途途途途上上上上国国国国ににににおおおおけけけけるるるる教教教教育育育育のののの現現現現状状状状」」」」

国国国国際際際際協協協協力力力力事事事事業業業業団団団団 国国国国際際際際協協協協力力力力専専専専門門門門員員員員

村村村村田田田田 敏敏敏敏雄雄雄雄

ここでは他のスピーカーの方々の発表内容を

より深く理解していただくために最低限必要と

思われる情報を簡単にお話させていただきます。

今回、できるだけ現場を想像できるような発表

にしてほしいというリクエストがありまして、

自分としてはそのリクエストに応えるつもりで

用意いたしました。短い時間ですので、駆け足

の話になるかと思いますけれどもよろしくお願

いいたします。

初めに「基礎教育」の定義について見ていき

たいと思います。基礎教育の定義は各国の時々

の社会的状況に応じた形で変遷しておりまして、

必ずしも一定の定義が存在するわけではありま

せん。強いて定義を試みるならば、人々が生き

るために必要な知識や技能を獲得するための教

育活動であり、通常は就学前教育、初等教育、

前期中等教育及び成人識字教育などのノンフォ

ーマル教育を含むものと定義できます。

基礎教育は、基本的な読み書きと計算能力を

獲得することで生涯学習の基礎を構築し、変化

する経済的、社会的環境で生き抜くために必要

な知識、生活技能、価値観などを習得し、それ

らを自発的、継続的に向上させていくことを目

的としています。[資料 1-2]

次に、基礎教育の重要性について考えてみま

しょう。一般に基礎教育は次の２点において重

要とされています。

まず１点目として、基礎教育は個人が社会の

中で自己の持つ可能性を十分に開花させ、生き

ていくために必要な知識や能力を獲得させるも

のであり、1948 年の世界人権宣言に明記されて

以来、国際的に基本的人権の一つであると認識

されています。途上国の開発は経済的な向上の

みならず、健康的な生活、貧困からの脱却、環

境との調和、民主的で安全な社会といった国民

生活の質そのものの向上を目指すものであり、

あまねく国民が基礎教育を享受することは広い

意味で開発の重要な一部を成しています。

２点目に、基礎教育開発はそれ自体が開発の

重要な一部を成しているとともに、広範な経済・

社会開発の基礎となっています。経済開発、貧

困、人口、ジェンダー、保健、民主化などの開

発課題とも強く関連しており、その他のセクタ

ーを含むすべての経済・社会開発活動において

基礎教育は人々の能力を高め、開発活動への主

体的な参加を可能にし、その意欲を養うことか

らすべての開発活動の基礎になると言えます。

[資料 1-3]

ところで、世界の現状はどうなっているので

しょうか。ここで簡単に見ていきたいと思いま
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す。現在、非識字者は世界に８億 8,000 万人い

ると言われ、その多くは途上国に集中していま

す。統計を見ますと、非識字者の３分の２は女

性であり、男性に比べて女性が社会的、経済的

に不利益を被っているという状況が散見されま

す。非識字は生活に必要な情報や雇用機会への

アクセスを制限して、貧困の再生産を助長する

だけではなく、場合によっては基本的人権のみ

ならず生命さえも脅かすこともあり、その解決

は急務とされています。

また、現在未就学児は世界で１億 1,300 万人

にのぼり、およそ５人に１人が何らかの理由で

小学校に行くことができない状況にあります。

そのうちの３分の２が女子で、非識字の状況と

同様に女子が不利益を被っています。女子に対

する教育は、個人のみならず家族全体の福祉の

向上や健康の維持に寄与することから、開発途

上国において他のどの開発課題への投資よりも

高い経済的効果をもたらすと言われておりまし

て、早急な改善が望まれています。

なお、一旦は小学校に入学しても、文字の読

み書きや計算の能力が定着すると言われる５年

生までに１億 5,000 万人もの児童が中途退学を

しており、留年の問題と合わせて教育の非効率

性と教育に対する社会的コスト増の問題を引き

起こしています。このような状況を改善するた

め、途上国では教育開発への努力が継続されて

おりまして、国際機関、２カ国間援助機関、NGO

などが様々な教育協力を実施しております。

[資料 1-4]

次に、アフリカの少女の例をとり挙げまして、

途上国一般に見られる子どもの生活とその教育

環境について見ていくことにいたします。今写

真が出ていますこの少女の名前は、ンジュンガ

と言います。11 歳の小学３年生です。アフリカ

の小さな村に住んでいます。家族は８人で、父

親が 30 歳、母親が 27 歳、9 歳、８歳、３歳の

３人の弟と、６歳、０歳の２人の妹です。父親

は農業を営んでいますが、このところの干ばつ

で生産高が落ち込み、２カ月前から首都に出稼

ぎに出ています。母親は家の近くの畑を耕しな

がら家事と育児をこなしていますが、一人では

やり切れず、すでにンジュンガが家庭の中で大

きな役割を果たしております。そのため、父親

はンジュンガが学校に行くことをあまり快く思

っていません。

ンジュンガの１日です。彼女の１日は早く、

日の出とともに起きます。その後すぐに 500ｍ

離れた村の中心にある井戸まで水を汲みに行き

ます。家の水がめを一杯にするには５往復もし

なければならず、かなりの重労働です。水汲み

が終わるとすぐに朝ご飯を食べて学校に行きま

す。朝ご飯といっても、山羊の乳をコップの３

分の１飲んだぐらいですので、彼女の空腹は満

たされません。

そのような状況ですが、学校は４㎞離れた隣

村にありまして、歩いて１時間ちょっとかかり

ます。学校に着くころにはかなり疲れてしまい

ますが、学校にはたくさんの友達がいて楽しい

ので、空腹や疲れはふっ飛んでしまうようです。

彼女の学校は１年生２クラス、２年生１クラ

ス、３年生１クラス、４〜６年を合わせて１ク

ラスで計５クラスあります。でも、教室は４つ

しかないので、いつもどこかのクラスが外で勉

強をしている状態です。学校には水道やトイレ

はなく、電気もありません。校舎は土のれんが

でできていて涼しいのですが、窓は小さく、薄

暗い教室です。１つの教室には 60 人ほどの児童
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がひしめきあっている上に、机や椅子が足りず

何人かで共有しているため、ほとんど身動きが

とれません。

授業は先生が教科書を１冊持っているだけな

ので、先生が教科書を板書し、児童はそれをノ

ートに書き写しています。中には、ノートや筆

記用具を買えない子どももおり、黒板を見つめ

ているかと思えば、他の子どもと話し始めたり、

じっとしていられずに教室の中を動き回り、次

第に教室は騒々しくなっていきます。

先生は低い給与と劣悪な労働条件のために職

業意識が低く、授業も休みがちになってしまい

ます。教える内容に関しての理解は不十分であ

りまして、授業に工夫は見られません。先生は

生計を維持していくために副業をしている場合

が多く、いい条件の仕事があれば簡単に教壇を

去っていく傾向にあります。

このように学校は午前中に終わり、彼女は家

に帰ってから簡単な昼ご飯を食べます。食べ終

えると、早速母親の手伝いをします。手伝いは

多岐にわたっていますが、農作業と夕食の仕度、

幼い弟妹の面倒を見ることが彼女の主な仕事で

す。夕食の準備はもう母親の代わりが十分に務

まるぐらいになりました。

この村では 14 歳から 15 歳が結婚適齢期です

が、ンジュンガが結婚するまでにはまだまだ学

ばなければならないことがたくさんあります。

彼女は来年、まん中の弟が小学校に入るため家

計が苦しくなることもあり、学校を辞めて家の

手伝いに専念することにしています。本当は看

護婦さんになりたかったようですが、この分だ

とその夢は実現しそうにありません。

この村にはンジュンガのように働く少女がた

くさんいる一方で、少年たちは彼女たちが家の

手伝いをしている間、さまざまな遊びに興じて

います。ンジュンガは暗くなる前に夕食をとり、

その後、大急ぎで宿題を済ませます。そのため

か、彼女はクラスでも常に成績はトップのほう

です。[資料 1-5〜10]

以上、見てきましたとおり、開発途上国の子

どもたちを取り巻く教育環境には多くの問題が

存在し、それらが複雑にからみあって未就学あ

るいは留年や中途退学といった問題を引き起こ

しています。通常、これらの問題は行政、学校、

社会といった大きなカテゴリーに分類され、そ

れら個々の問題を同時に解決していかなければ

真の教育開発は実現しません。[資料 1-11]

では、子どもたちを取り巻くさまざまな問題

を解決するために具体的にどんな方策が考えら

れるのでしょうか。ここでは初中等教育への就

学促進に焦点を当てて、その解決策の概要を見

ていくことにします。

子どもたちの就学を促進するためには、教育

サービスを構成する学校、教員、教科書などバ

ランスのとれた整備に留意する必要があります。

教育サービスの量的拡大は、就学率向上の十分

な条件にはならないものの必要条件としてあり

ます。また、コミュニティや親の教育への無理

解、家庭の貧困や労働が子どもの就学を阻んで

いることが多いため、こうした状況の改善が必

要です。さらに、小学校への就学を促進し、低

学年における中退を減少させるためには乳幼児

のケアや就学前教育の普及により、児童のレデ

ィネス（学習準備）を向上させることが有効で

す。進級制度や復学制度、教育カリキュラムや

学校カレンダーなどへの対応がなされず、教育

システムの硬直化が未就学児童を生んでいる場

合もあり、教育システムの見直しも必要となっ
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ております。[資料 1-12]

最後に、現在の教育開発の重点課題と今後の

教育開発の目標について簡単に見ていくことに

いたします。教育開発の重点課題の中でも、教

育機会の普及と教育の質の改善はその中核を成

しております。これまでは教育の量的拡大と質

的向上がトレードオフの関係にあると見られて

きましたが、最近では教育の質の問題は教育機

会の普及度と並ぶ大きな問題であり、一国の教

育開発においてどちらが欠けても教育は良くな

らない、というように理解されるようになって

まいりました。

多くの途上国では、教育における男女格差、

地域格差、経済格差、民族格差などが見られ、

一般に男子に比べて女子が、都市住民に比べて

農村部の住民が、富裕層に比べて貧困層が、一

般の国民に比べて先住民や少数民族が教育にお

いて著しく不利益を被っております。途上国の

教育予算は不十分であり、しかもその予算のほ

とんどは教員の給与といったリカレントコスト

に充てられていることが多いのです。恒常的に

莫大な投入を必要とする教育分野においては、

最低の投入で最大の成果を生み出すための効率

性の向上が強く求められております。

国の教育の根幹を成すカリキュラムについて、

途上国は今なお多くの問題を抱えております。

特に、教育のレリバンス（Relevance: 教育内

容の適合性や相互関連性）が大きな問題となっ

ております。近年、途上国においてはグッドガ

バナンスの観点から行政の地方分権化が推進さ

れております。教育の質の向上を図るため、学

校長による学校運営管理の強化も図られるよう

になってきましたが、まだまだ不十分なのが実

情です。[資料 1-13]

教育開発の目標ですが、国際社会は 2000 年に

セネガルのダカールで行われました「世界教育

フォーラム」で合意された「ダカール行動の枠

組み」に沿った教育開発を推進しております。

その目標とは次の６つになります。

①最も恵まれない子どもたちに特に配慮した総

合的な乳幼児のケアと就学前教育の拡大及び改

善を図ること。

②女子や困難な環境下に置かれている子どもた

ち、少数民族の子どもたちに対して特別な配慮

を払いつつ、2015 年までにすべての子どもたち

が無償で質の高い義務教育へアクセスし、教育

課程を修了できるようにすること。

③すべての成年及び成人の学習ニーズが適切な

学習及び生活技能プログラムへの公正なアクセ

スを通じて充足されるようにすること。

④2015 年までに成人、特に女性の識字水準が

50％改善されること。また、すべての成人が基

礎教育及び生涯教育へ公平にアクセスできるよ

うにすること。

⑤2005 年までに初等教育及び中等教育における

ジェンダー格差を解消すること。2015 年までに

教育におけるジェンダーの平等を達成すること。

⑥特にこのプロセスにおいて女子が質の高い基

礎教育へ充分、かつ公正にアクセスでき、教育

課程を修了することができるよう配慮すること。

特に識字能力、計算能力、基礎的な生活技能に

関して確認、かつ測定可能な成果を達成するこ

とができるよう教育のすべての局面において質

を改善し、卓越性を確保すること。[資料 1-14]

以上が現在の国際社会における教育開発の目

標でありまして、これらの目標に向けてさまざ

まな施策が講じられているのが現状です。非常

に簡単ではありますけれども、これで私の発表
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を終わらせていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。

司司司司会会会会：：：：どうもありがとうございました。質疑応

答は第三部でまとめて行わせていただきます。

引で続き第二部に移りまして、そういった現状

に対して各機関がどのような取り組みをしてい

るのかについて紹介していただきたいと思いま

す。

３３３３．．．．第第第第二二二二部部部部「「「「各各各各組組組組織織織織のののの基基基基礎礎礎礎教教教教育育育育分分分分野野野野ににににおおおおけけけけるるるる取取取取りりりり組組組組みみみみににににつつつついいいいてててて」」」」

((((1111))))国国国国際際際際協協協協力力力力事事事事業業業業団団団団 神神神神奈奈奈奈川川川川国国国国際際際際水水水水産産産産研研研研修修修修セセセセンンンンタタタターーーー研研研研修修修修室室室室長長長長

萱萱萱萱島島島島 信信信信子子子子

村田専門員の後を受けまして、国際協力事業

団が基礎教育協力に取り組むにあたってどのよ

うな考え方を持っているか、どのような協力を

実際に行っているか、さらに JICA が行っており

ます協力の事例を２例ほどご説明いたします。

最初に、国際協力事業団についての簡単な説

明をいたします。ご存じのとおり、国際協力事

業団は日本政府が行っております ODA のうち、

技術協力の実施を担当している機関です。実際

には、日本政府の二国間の技術協力の約半分を

実施しています。具体的には、日本人の専門家

を途上国に派遣する、途上国の行政官や技術者

を日本に受け入れ研修を受けてもらう、青年海

外協力隊を派遣する、開発計画を作成する、施

設を建設し、必要な資機材を供与する、といっ

た事業を行っています。最近の新しい事業とし

ましては、日本国内もしくは現地の NGO と連携

しながら開発事業をすすめるというものもあり、

案件数も増えております。[資料 2-2]

次に JICA の基礎教育協力の方針についてご説

明したいと思います。まず、JICA が考える基礎

教育協力の意義についてですが、世界的に考え

られている基礎教育のとらえ方と同じような視

点で基礎教育の重要性を考えております。

具体的には、まず１点目として基礎教育は、

それ自体が開発の目的であると考えています。

つまり、経済開発を促進するためにすべての国

民が教育を受けなければいけない、ということ

ではなく、すべての人がそれぞれの社会の中で

十二分に自分の能力を発揮し、社会に参加して

生きていくために教育はどうしても必要なので

す。この意味ですべての国民が教育を受けるこ

とそのものが開発の目的であると考えており、

これを「人権としての基礎教育」と表現してお

ります。

２点目は「開発を支える教育」です。JICAは、

教育協力以外にも例えばインフラ開発から保健

分野、環境分野など、さまざまな分野の協力を

行っておりますけれども、常に問題となってく

るのは、相手国の一般国民から行政官まで含め

たさまざまな人々の開発への受容能力です。例

えば、どれくらいの人が読み書きできるのか、

基礎的な行政能力をどの程度持っているのか。

そういったことすべてにその国の教育レベルと

いうものが関わっておりまして、教育の普及は

すべてのセクターにおける開発を支える前提と
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なる、基盤となるものです。この意味でも、基

礎教育の普及は非常に重要だと考えています。

以上、２点が JICA が基礎教育協力を行っていく

上での意義と認識しております。[資料 2-3]

基礎教育協力といいましても、具体的にはさ

まざまなサブセクターがあります。学校教育で

行う初等教育、もしくは前期中等といわれる中

学校教育、最近非常に重要となっております就

学前教育、主に成人を対象にした学校教育外の

ノンフォーマル教育です。いろいろなサブセク

ターがある中で、JICA として基礎教育協力のど

こに重点を置いて協力していくのかについて次

にお話いたします。

実は、これについては現在 JICA 内でさまざま

な議論を重ねているところでありまして、本日

は JICA 内の試案ということで提示させていただ

きたいと思います。

この試案では５つの重点領域を設定しており

ます。１つ目は、初中等教育の就学率の向上で

す。ここでは中等と言いましても小学校と中学

校までで高校は含まれておりません。その中で

も、特に小学校レベルの就学率の向上を重視し

ております。村田専門員からの話にもありまし

たとおり、世界では５人の子どものうち１人は

小学校に就学しておりません。先ほど申しまし

たように、基礎教育をすべての子どもが受ける

ことが開発の目的です。従って、基礎教育協力

の最初の重点領域となるのは初中等教育の就学

率向上です。小学校の就学率向上、小学校教育

を完全普及にまでもっていくことが基礎教育協

において、今世界で考えられている最も必要な

最初の課題です。私どももそれが最初に行われ

なければならないと考えております。世界では

特に ASEAN 諸国や中南米のように、初等教育

がある程度普及して 90％を超えている国もあり

ますが、例えばアフリカのように、初等教育の

純就学率が 60％前後をさまよっている国もたく

さんあります。このような状況下で、最初に初

等教育の就学率を 100％までもっていく、すべ

ての子どもが学校に通うというのが基礎教育協

力の最初の重点項目です。

２つ目は、初中等教育の質の向上です。仮に

すべての子どもたちが学校に来ても、きちんと

学べなければ統計上就学率が 100％になっても

意味がありません。教育というのは非常にコス

トのかかる事業でして、多くの途上国では国家

財政の 10％から 20％程度が教育予算に振り向け

られております。また、公務員の４分の１から

５分の１を教員が占めているというような国も

多くあります。このように、教育というのは非

常にお金がかかる、非常に大きなシステムであ

るということです。もしも教室の中で必要な知

識や技術、価値観が伝えられていないのであれ

ば、巨大な浪費がそこで行われていることにな

るわけです。巨大なコストを使って 100％の就

学率を目指すのであれば、きちんとした内容の

教育が行われていなければなりません。伝えら

れるべきことが子どもたちの中にしっかり吸収

されていく、きちんとした質を伴った教育でな

いといけません。先ほどの村田専門員のご説明

にもありましたように、量の拡大と質の向上と

いうのは基礎教育の両輪と考えられています。

就学率を伸ばすためにはどうしても質の向上に

まで手が回らない、というのがこれまでの状況

でした。質と量がトレードオフの関係であった

とも過去にはありました。しかしながら、現在

では普及もしなければいけないけれども、質も

向上させなければならないと考えられておりま
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すし、私どももそのように認識しております。

３つ目は男女格差の是正です。世界のほぼす

べての国で女子の就学率の方が男性よりも低く、

ほぼすべての国で識字率も女性の方が低いので

す。唯一の例外はフィリピンぐらいです。それ

以外の国はすべて男女格差があります。母親は

字が読めない、女の子は学校に行けない、女性

の方が賃金が安く収入が少ない、貧困層により

多くの女性がいる、といった状況があります。

なぜ男女格差があるのでしょう。それは社会

構造の中に男女格差があるためです。社会的格

差が教育のアクセスに関して男女格差を生み、

教育の男女格差があることによって社会の中で

様々な男女の格差が生まれていきます。例えば、

女性は教育を受けていないので良い職に就けず、

よって収入が得られません。世の中がそのよう

になっていると、女の子が教育を受けても仕方

がない、というような状況が、またこの中で生

まれていきます。

つまり教育には格差を再生産する力があるの

です。ですが、逆に教育の男女格差をなくすこ

とによって社会の格差をなくしていくこともで

きるのです。恐らく、これは教育の非常に大き

な特色の一つだと思います。そういう意味で、

教育の格差をなくすことは社会の中の格差の壁

を取り払っていくことにつながるので、教育は

格差の是正に非常に大きな意義を持ちます。

教育の男女格差は社会の中で様々な影響を及

ぼしています。例えば、人口増加率と女性の教

育との関連があります。母親の教育水準が高け

れば子どもが就学する率が非常に高くなります。

母親の教育水準が高ければ子どもたちの死亡率

や栄養状態が大きく改善されます。このように、

女性の教育水準が改善されることによって社会

開発の様々な局面で良い効果が生まれてくると

いうことが確認されております。ということで、

私たちの３つ目の重点領域として男女格差の是

正を挙げております。

４つ目はノンフォーマル教育の支援です。こ

れまでの３つ、特に最初の２点は、公教育への

支援に関するものでした。ですが、途上国の子

どもの５人に１人は学校に行っておらず、学齢

期を超えた青年や成人の中には教育を受けてい

ない人たちはたくさんいるわけです。そういっ

た学校教育から外れてしまった人たちに基礎教

育を提供するということも非常に重要なことで

す。ノンフォーマル教育によって青年や成人の

基礎教育のニーズを充足するというのが４つ目

の重点項目と考えております。

５つ目は教育マネージメントの改善です。学

校教育は教員を養成し、配置し、教科書を準備

し、校舎をつくる、ということで行われていく

のですが、それらすべてを統括、運営している

のが教育行政です。そこが改善されなければ教

育の普及は図れません。特に、最近では「住民

参加」「ガバナンスの向上」「地方分権化」と

いったキーワードが非常に多く出ておりまして、

教育マネージメントの質の向上が非常に重要だ

と認識されています。以上の５つを私たちの重

点領域と考えて検討を進めているところです。

[資料 2-4]

実施上の留意点ということで 8 つの項目を挙

げております。細かくなりますので、これは資

料のほうで見ていただければと思います。[資料

2-5]

次に、JICA の教育協力の現状をお話したいと

思います。数字が続きますので、若干、無味乾

燥なものになってしまう点はご了承下さい。
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JICA の教育協力の実績ですが、年間約 200 億

円から 250 億円程度が教育分野に振り向けられ

ております。これは日本政府が行っております

教育分野のODAの約 1.5 から２割程度です。

無償資金協力という ODA の協力形態がありま

す。施設を建設したり、機材を供与したりする

事業ですが、この予算そのものは JICA にはつい

ておりません。JICA はその調査を実施しており

ますけれども、無償資金協力の予算そのものは

外務省にあります。この無償資金協力のうち、

教育分野の実績が約 200 億円あり、JICA はこれ

に関する調査も行っておりますので、これを加

えると日本の ODA の教育協力のうち約３割程度

について JICA が関与しているというような数字

になります。[資料 2-6]

これは二国間 ODA のうちの教育協力の実績を

過去３年間とったものですが、毎年約９億ドル

から 12 億ドル程度の ODA が教育分野に振り向

けられております。緑色の部分が無償資金協力

です。これは外務省に予算がついておりまして、

JICA が調査等を行っております。その次の黄色

の部分が技術協力ですが、このうち約 200 億円

から 250 億円程度を JICA が実施しております。

では、この残りの部分の教育協力はどこが実施

しているかというと、文部科学省が国費留学生

の予算を毎年 550 億円ぐらい持っておりまして、

主として文部省による国費留学生の事業が教育

分野の協力としてあるのです。最後の橙色の部

分は借款です。JBIC が実施しております教育分

野の借款がこれにあたります。[資料 2-7]

次に、JICA 事業に占める教育協力の割合です

が、約 12〜17％程度です。[資料 2-8]

これは 1990 年代の JICA の教育協力実績を示

す表です。赤色が総額で緑色がシェアですけれ

ども、JICA の事業のうち、教育分野のシェアは

大体 12〜17％ぐらいの間を少しずつ変動しなが

ら少し右肩上がりに伸びております。[資料 2-9]

教育協力といっても高等教育や職業訓練など

も教育セクターの中に含まれますので、教育協

力のうち基礎教育のシェアはどれくらいかとい

うと、毎年 60〜80 億円程度を当てており、これ

は JICA が行っております教育援助の約３割です。

[資料 2-10]

このグラフは 2000 年度の JICA の教育協力の

実績額、約 260 億円をサブセクターごとに分け

たものですが、基礎教育分野が約 30％を占めて

います。その他に大きなシェアを占めているの

は職業訓練が 40％弱、高等教育が 20％程度です。

つまり、高等教育と職業訓練と基礎教育が大体 3

割ずつを占め、残りをその他のサブセクターで

占めています。[資料 2-11]

次に、JICA の基礎教育のメニューについてお

話したいと思います。「基礎教育」という言葉

が非常に広く使われるようになりましたのは、

1990 年にタイのジョムティエンで行われました

「万人のための世界教育会議」以降です。この

会議は、すべての人が基礎教育を受ける権利が

あると訴え、以降世界の教育援助の流れは基礎

教育に大きくシフトいたしました。世界的潮流

として、高等教育や技術者養成のための職業教

育が 60 年代から 80 年代初めごろまでの主要な

協力分野だったのですが、90 年代を境に基礎教

育へ大きくシフトしました。JICA もそれに呼応

する形で、90 年代に基礎教育協力の実績を大き

く伸ばし、基礎教育へシフトしております。1990

年ごろまでは JICA の基礎教育協力のほとんどが、

教師隊員を途上国の学校に派遣する協力隊事業

でした。それが、1990 年頃から無償資金協力で
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途上国の小学校、もしくは中学校を建設すると

いう案件が急激に増えております。その後、1995

年頃から小学校あるいは中学校の理数科教育改

善を目指す事業が増えております。さらに 1998

年頃から「教育開発計画作成支援（開発調査）」

が始まり、途上国の基礎教育分野の開発計画を

策定しています。例えば、基礎教育を普及する

ための地方分権化を行うためにはどのような行

政改革を行っていけばいいか、もしくは教員の

能力を向上させるためにはどういった施策をと

っていけばよいか、という計画づくりをする事

業です。これが 1998 年ごろから急激に増えてお

ります。最近の新たな取り組みとして、まだ件

数としては少ないのですがノンフォーマル教育

の支援を NGO と協力して行うという事業が始ま

っております。[資料 2-12]

JICA の教育協力の動向と課題について簡単に

お話したいと思います。ただ今申し上げました

ように、1990 年を境に高等教育、職業訓練が中

心であったものから、基礎教育協力に JICA の協

力がシフトしております。２つ目の動向として、

基礎教育分野での協力メニューが非常に拡大し

ているという点です。特に、施設機材を供与す

るだけではなく、教員の質の向上を支援する、

教育開発計画をつくる、といったソフト分野へ

のシフトがあります。[資料 2-13]

３つ目の動向としましては、協力手法そのも

のも変わってきているという点です。日本が旧

来得意であったのは、例えばインフラ開発のよ

うな「拠点投入型」の協力でした。ですが、港

や橋をつくったり大学を設立するというような

拠点にだけ投入していく方法では、教育協力は

できません。基礎教育というのは国の津々浦々

まで広く行われなければならない事業ですから、

拠点投入型ではなく、面的な広がりや、地域社

会との連携が必要であり、現地のリソースが十

分に活用されなければなりません。このように、

協力手法の変化も教育協力の中では顕著に現れ

ております。

４つ目の動向としまして、セクターワイドア

プローチへの対応が、今非常に求められている

点です。ドナー間での協調を行い、かつ先方政

府と十二分に話し合いながら教育分野の課題を

洗い出して、どのような協力が本当に必要なの

か、ということを関係者間で充分に話し合って、

意見調整を行いながら教育開発をすすめる必要

があります。日本は日本だけで、JICA は JICA

だけでやるのではなく、ドナー間で協調しなが

ら事業をすすめることが頻繁になっておりまし

て、それへの対応が求められております。[資料

2-14]

最後に JICA の教育協力の事例を２つご紹介し

たいと思います。１つは、ガーナの小中学校理

数科教育改善計画です。ガーナはアフリカにあ

る国です。小学校の総就学率は 79％ですけれど

も、恐らく純就学率にするともう少し落ちて 60％

前後にまで落ちるのではないかと思います。学

校に行けない子どももたくさんいます。ガーナ

政府は小中学校の無償義務化を行って就学率を

向上させ、かつ非常に低い教育の質を上げる必

要がある、ということを国の政策として掲げて

おりまして、それに対する協力を JICA は求めら

れておりました。私どもはいろいろと調査を重

ねまして、小中学校の理数科教員の能力向上に

ぜひ協力をしたい、ということで案件の形成を

いたしました。

ガーナでは小学校教員の 69％は教員資格を持

っておりますが、残りは持っていません。３人
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に１人は無資格教員です。日本も昔は代用教員

という言葉がありましたけれども、途上国では

まだまだ教師全員がきちんとした教員課程を修

了して教員資格を持っているという国は少ない

のが現状です。ガーナもその例に漏れず、教員

の質が非常に低いということで、小中学校の理

数科教育の改善に協力する計画を立てました。

[資料 2-15]

具体的には、初めにベースライン調査を行い

ましたが、これは子どもたちの学力調査、保護

者と教師への実態調査、アンケート調査、面談

調査等を行って理数科教育の実態を把握すると

いうものです。それに合った形で現地の教師が

工夫して教材・教具を開発し、研修プログラム

をつくります。それに基づき、モデル地区の小

中学校の現職教員の研修を行いますが、教員が

学校を離れられる日程を考慮し、学校の教員の

実態やニーズに合った研修を行います。研修後、

その教員たちが各小学校に戻った時、一体どれ

だけの効果が出たのかということを測定し、も

う一度研修プログラムにフィードバックする、

というプロジェクトです。2000 年３月から開始

しましたので、今はちょうど２年目が修了した

時期です。５年間のトータルコストは約８億円

程度を予定しております。プロジェクト開始直

後に約半年ほどかけてベースライン調査を行い、

調査結果を出しました。結果を踏まえて研修プ

ログラムを作成し、教材・教具の開発等も始め

ました。さらに、対象としている３校の教員養

成校のうち、２校で現職教員研修を開始したと

いうのが、現在のプロジェクトの進捗状況です。

[資料 2-16]

もう１つの事例はヴィエトナム北部山岳地域

識字教育です。これは識字教育分野の協力で、

JICA としても新しい領域の協力です。ヴィエト

ナムは、国全体で見ますと比較的識字率も高い

国なのですが、急激な市場経済化に伴いまして

地域間格差が非常に大きく、少数民族も抱えて

います。特に北部には貧困地域が多くありまし

て、このプロジェクトでは最北に位置するライ

チャウ省の２つの郡を対象としております。

ちなみに、この 2 つの郡の平均年収は 5,400

円です。非常に貧しく、非識字者も多く、生活

水準も低いところです。ヴィエトナムの識字率

は公称 90％と言われており、いくつかの統計を

見ると 93％といった数字が出ていますけれども、

ベースライン調査を行ったところ、対象として

いるエリアの識字率は男性が 80％、女性が 50％

という結果を得ました。

活動内容としましては、このライチャウ省の

２つの郡から 40村を選びまして、そこに寺子屋、

Community Learning Center（CLC）を建設

します。ここで識字教育と生活改善のための研

修を実施します。また、継続教育センターと呼

ばれる施設を３カ所につくり、そこで識字教育

を行う教員のトレーニングを行います。あわせ

て識字教育に必要な教材の作成・配布を行う、

というものです。[資料 2-17]

2000 年４月から３年間の予定で、現在ちょう

ど２年が終わったところです。トータルコスト

は約 2.2 億円を予定しております。実は、これ

は日本ユネスコ協会連盟に委託して実施してい

る事業で、当連盟の持っているノウハウを活用

させていただいて実施しています。JICA も識字

教育等の分野は必ずしも経験の深い分野ではあ

りませんので、国内もしくは現地の NGO で経験

を持っている組織と組んで実施する形ですすめ

ております。



7

３年のうちの２年が終わった時点で 27 の寺子

屋が既につくられております。寺子屋は一軒約

300 万円のコストでつくられておりまして、教

室、図書室、トイレ、水タンクがある施設です。

来月までには残りの 13も完成する予定です。

３つのうち２つの継続教育センターが既に完

成しております。ここで識字教育のトレーナー

研修が始まっており、約 200 人の教員が研修を

受けています。去年の９月から始まった寺子屋

での研修は非常に順調に始められまして、生活

改善の研修も含めると 1,214 人が研修を受けま

した。

また、ヴェトナムには識字教育の国定教科書

が１種類あります。この国定教科書には例えば

エビの養殖についての記載がありますが、この

学校は山の中なのです。教科書や教育内容はそ

れぞれの地域のニーズに応じたものでなければ

なかなか教育効果が上がらないということで、

このプロジェクトでは地域の実情に応じた補助

教材を作成しています。

さて、このヴィエトナムの識字教育プロジェ

クトでは、実は識字教室の運営経費を JICA は出

しておりません。すべて村が負担しております。

このプロジェクトがうまくいっている大きな理

由の一つは、村の主体性、コミュニティの自主

性を育てることに非常に力を置いたためであろ

うと考えています。つまり、地域住民が学びた

いことや、問題だと思っていることなどを、彼

らが主体的に取り扱えるような形で支援してい

ったのです。

また、識字教室の計画も JICA もしくは日本ユ

ネスコ協会連盟が、すべておし着せで計画を立

てるわけではありません。どういう対象のクラ

スで、どのような生活改善の授業をやりたいか、

などについて彼ら自身が考えて行います。さら

に、この施設は識字教室のためだけではなく、

村のいろいろなイベントにも活用されておりま

す。教育というのはすべての国民が関わるもの

ですので、地域のニーズを考慮し、彼らの主体

性を重んじながらやっていかないと基礎教育は

普及しない、このことを私たちも今非常に強く

感じているところです。[資料 2-18]

ということで、以上で少し駆け足になりまし

たが、JICA の教育協力の方針と事例のご紹介は

ここまでとさせていただきまして、次のスピー

カーにバトンタッチしたいと思います。

((((2222))))国国国国際際際際協協協協力力力力銀銀銀銀行行行行 開開開開発発発発審審審審査査査査部部部部第第第第２２２２班班班班 副副副副参参参参事事事事役役役役

盛盛盛盛本本本本 功功功功爾爾爾爾郎郎郎郎

皆さんは国際協力銀行という機関をご存じで

しょうか。名前があまり皆さんの耳に届いてい

ないかも知れませんが、今日は配布資料として

このパンフレットをお配りしております。表紙

に「国際協力銀行」と書かれておりますが、下

に JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL

COOPERATION ということで、略して「JBIC」

とあります。

このパンフレットには日本の ODA プロジェク

ト、特に JBIC が担当している円借款について説

明されています。この中の６〜７ページを開い

ていただきますと ODA の説明があり、「開発途

上国に対する援助には、政府によるもの、民間

非営利団体（NGO）によるものなどがあります。
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このうち、政府により一定の条件の下に行われ

るものを ODA と呼ばれています。」と書かれて

います。この辺は皆さんもご存じだと思います

けれども、「3. ODA の種類」にありますよう

に、ODAには円借款、無償資金協力、技術協力、

多国間援助の４つの柱があり、この中の円借款

の部分を担当しているのが JBIC ということにな

ります。

円借款とは、日本政府と当該国政府間との合

意に基づき、低利で長期の緩やかな条件で開発

資金を貸し付けるというものです。インフラス

トラクチャーの整備にその資金を提供して、経

済的自立に向けた自助努力を支援することを目

的としています。先ほど萱島さんからお話があ

りましたけれども、無償資金協力と技術協力に

ついては主に JICA で担当しており、大まかに言

えば、ＪＩＣＡとＪＢＩＣとでそれぞれＯＤＡ

の仕事を分担しながらすすめている、というよ

うな形になっています。

JBIC はかつて「海外経済協力基金」という名

称で活動をしておりました。1999 年に、日本輸

出入銀行と特殊法人の改革の一環で統合しまし

て、国際協力銀行という名称に変更されました。

ではスライドを使ってご説明していきます。

国際協力銀行はさまざまな事業を実施してお

りますけれども、その中で教育関係をどういう

方針で実施しているのかについてお話します。

大きく言いますと、政府の ODA 指針というもの

があります。政府開発援助大綱（ODA 大綱）と

呼ばれているものがありまして、1992 年に定め

られた ODA 大綱では人材育成、人づくりが重要

事項の一つに掲げられております。

JBIC の「海外経済協力業務実施方針」は、1999

年に定められております。これはその全体方針

の抜粋ですけれども、「これまで以上に人材育

成等のソフト面での協力を重視する」とありま

す。また、分野別指針として人材育成というも

のを掲げまして、これも抜粋ですが我が国への

留学・研修（これらのプログラムに必要な施設

の整備を含む）や、我が国より専門家派遣に対

する円借款を一層活用して途上国の人材育成を

支援すると謳われております。

若干、書き方に留学と研修に特化したような

印象はありますけれども、いずれにしましても、

人材育成をこれから JBIC の業務実施の大きな方

針、重要事項としてやっていこうということに

なっているわけです。[資料 3-2]

これまでの ODA 事業の承諾（ローンを貸し付

ける承諾）件数を分野別に見ていきながら、JBIC

の業務の中で教育がどのような位置づけになっ

ているのかを見てまいります。一番左から「電

力」があります。これが 507 件となっており、

この中にはガスプラント、ダム、発電所建設、

送電線設置といったものがあります。「運輸」

は、道路、橋、鉄道、空港、港湾関係で 695 件

あります。「通信」を見ますと、電信電話、放

送事業等で、189 件。「治水」を見ますと、か

んがい、干拓で、203 件あります。「農水」で

は農業基盤で 123 件。「鉱工業」を見ますと、219

件となっております。

社会開発、社会基盤、社会サービス関係を示

す「社会」を見ますと、この中には上下水道や

保健医療、観光施設、教育が含まれています。

一番右に「教育」がありますけれども、これは

「社会」の中に既に含まれるものを内数として

外に取り出したものです。「社会基盤」関係 327

件で、うち教育が 45件という形になるわけです。

合計 2,259 件の中で見ますと、社会開発関係が
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11.2％で、うち教育が 1.5％という形になります。

円借款の中での教育は、実績ベースで見るとこ

のような位置付けになっております。[資料 3-3]

その教育分野の承諾件数がどのような形で推

移してきたかということを見ていきます。1977

年インドネシアで教育関係の融資第１号が大学

への教育資機材の借款として成立しております。

OECF（海外経済協力基金）が設立された 1961

年から 1977 年までは教育関係の融資はありませ

んでした。このグラフは５年区切りでつくって

おりますけれども、この 1977 年のプロジェクト

を皮切りに 1977 年から 1982 年にかけて４件、

次の５年で７件、さらに次の５年で９件、91 年

から 95 年の 14 件、そして 1996 年以降の 11 件

という形で、大体年平均で見ますと２件程度で

着実に増加してきています。承諾累計額を見ま

すと、全体の 1.6％、トータルで 3,000 億円程度

となっております。特にここ 10 年、1991 年以

降は教育関係の件数が増えてきているというこ

とがこの表から言えると思います。[資料 3-4]

教育分野の中でどのような国に対して円借款

を供与してきたのかということを見ますと、韓

国 12件、インドネシア 16件、フィリピン５件、

タイ４件、マレーシア４件、ヨルダン２件とな

っております。ここには入れておりませんが、

パキスタンとウズベキスタンにもそれぞれ１件

ずつ供与しております。

韓国は 1990 年を最後に ODA 対象国から卒業

しておりますので近年はありません。韓国を除

きますと、大体東南アジアが中心ということが

言えるかと思います。[資料 3-5]

教育をサブセクターで分類しますと、初等教

育が４件、中等教育が５件、高等教育が 20 件。

研究関係、これは高等教育に関する内容ですが、

６件です。留学も高等教育に含まれる内容です

けれども、７件あります。そして職業関係が１

件。初等、中等教育については後ほどまた詳し

く見ます。高等教育を見ますと、主に大学の施

設建設あるいは研究機材の整備です。近年では、

大学教官の留学も事業の中にパッケージとして

組み入れて事業を実施しています。借入国に留

学生のための借款を供与して、その国の国費留

学生として派遣するプロジェクトも行われてい

ます。なお、JBIC パンフレットの 17 ページに

マレーシアの留学生借款の紹介が行われており

ます。[資料 3-6]

さて、ここで肝心の初等、中等教育の事業がど

の国に対して行われてきたのかについてお話しま

す。基礎教育をどこまで含めるかという問題もあ

るかと思うのですが、幅広く捉えまして高校まで

カウントして入れさせて頂きました。フィリピン

で小学校整備支援２件、中学校１件。インドネシ

アで中学校１件。ヨルダンでは、ここには小学校

と書いてありますけれども、小学校から高等学校

までの整備支援２件です。タイが小学校１件。パ

キスタンで中学校１件。ウズベキスタンでは高等

学校１件。以上のように過去の実績を見ると９件

の事業が行われております。

例えば、この中でフィリピンの小学校でどの

ようなことが行われてきたかについて簡単にご

説明します。1996 年に、フィリピンで「社会改

革アジェンダ （SRA）」がラモス大統領の時に

定められ、貧困撲滅が国の社会改革の主要課題

として掲げられました。貧困撲滅のために、と

りわけ基礎教育の拡充が最優先課題として位置

づけられたわけです。それに応じて、社会改革

アジェンダの貧困撲滅対象州が 26 州定められま

して、当該州の小学校を拡充していこうという
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ことで 8,900 校の小学校校舎整備を行うことに

なりました。あわせて机や黒板などの教具の提

供と、理科教材やテキスト配布など教材の整備、

教員研修をパッケージで進めていったのがこの

フィリピンの小学校整備支援事業です。

萱島さんのお話にもありましたように、最近、

他ドナーとの協調連携ということがありまして、

このフィリピンの小学校の事業では世界銀行と

の協調融資が行われております。60％をフィリ

ピン政府が負担し、残りの 40％のうち 20％ずつ

を JBIC と世界銀行とで供与するという形になっ

ております。フィリピンの中学校も同様にアジ

ア開発銀行との協調融資で実施しております。

[資料 3-7]

インドネシアとウズベキスタンについてはこ

のスライドの中に詳しく書きましたのでこちら

でご説明したいと思います。まず、インドネシ

アは日本と同じ６・３・３制をとっております。

事業を始めた当時、小学校の卒業率は約 70％、

中学校への進学率が約 65％であり、中学校の粗

就学率が 53％という統計数値でした。また、公

立中学校が 8,000 校、私立中学校が 18,000 校、

マドラサ（宗教省が所管している学校で、イス

ラム系の宗教関係の教育やその基礎教育を行う

中学校）が 8,000 校ありました。事業を始めた

当初は、インドネシアの小中学校はすべて国立

で、教員も国家公務員扱いです。ここで公立と

書いておりますけれども、事実上は国立と言う

べきかもしれません。私立中学校の数は多いけ

れども通っている生徒数はほぼ公立と同じです。

[資料 3-8]

事業の方針ですけれども、第６次国家５カ年

計画というものがインドネシア政府によって定

められております。これは今後 15 カ年で、中学

校への全員就学を目標に校舎整備を行うという

ものです。義務教育とまでは言っていないので

すが、普遍教育というような言い方で、最終的

には 2008 年の段階で義務教育化するという目標

を国家計画として定めております。そのために、

第６次国家５カ年計画のうち、1999 年までに

2,000 校の中学校を整備する、という目標をイン

ドネシア政府は立てております。これに対して、

JBIC と世界銀行の協調融資により、この 2,000

校のうち、1,200 校を整備しようという形になっ

ております。残りはインドネシア政府による整

備ですが、この３者で 2,000 校の中学校を全国

につくる計画です。[資料 3-9]

事業実施年である 1995 年から 2000 年の間、

円借款の基本的な形としてローンをインドネシア

政府、借入国にお貸しして、事業実施者である国

家教育省（旧称：教育文化省）が主体的に実施し

ております。貸付限度額が約 2,000 億円で、27

州のうちの 12 州が対象とされております。これ

は JBIC、世界銀行、インドネシア政府３者の分

担で、JBIC の担当分が 12 州になったわけです。

現在 596 校の中学校が建設されております。40

人入る教室が１学年３クラスで３学年分ですから、

１つの中学校に 40 人入る教室を９クラス分つく

ったということで、単純に掛け合わせて約２万人

の生徒が通える中学校が JBIC の支援で全国にで

きているということです。[資料 3-10]

話だけですと、雰囲気がつかみにくいと思い

ますので、写真を挿入いたしました。これは教

室風景ですけれども、普段は上に小さな電球が

付いているのですが、昼間はあまり使わずに外

からの採光で授業をしております。床がタイル

張りになっていまして、非常に美しい。私が受

けた印象では、全体として生徒は皆真面目です。
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日本の中学生に比べると少し幼いような感じも

しますけれども、皆さん非常に熱心に勉強して

いるなという印象を受けました。教科書は一般

に市販されているのですが、個人ではなかなか

購入することができないという問題があります。

そこでそれぞれ１セット（各教科 40 人分）ずつ

図書館に教科書を置くことにしております。例

えば数学をする時には、数学の教科書 40 人分を

クラスの代表が取りに行って、教科書を配布し、

終わったらまた図書館に返却します。家に帰っ

てから教科書で勉強するとことができない状況

ですから、放課後には図書館で勉強したいとい

う子どもが多く残っています。それでも中学校

の数がまだまだ足りませんので、午前７時半ぐ

らいから 12 時までのクラスと、１時ぐらいから

４時半までのクラスの２部制で授業を行ってい

る例が多いようです。[資料 3-11]

これが全体の学校風景です。１つの棟に３ク

ラス分ずつ程教室が区切られておりまして、そ

ういった校舎がコの字型にグラウンドを取り囲

んで並んでおります。ただ、日本の小中学校の

ように運動場を整備するという感覚があまりあ

りませんので、グラウンドが運動に適さないの

が少し気になるところです。このような形の中

学校が全国にできています。[資料 3-12]

これはボードに貼り出された中学校の名前と

全国試験の成績です。[資料 3-13]

こちらは職員室に教職員の方の名前が掲げら

れていますが、非常に細かくその先生の役割分

担が書かれています。日本の学校に比べて、い

ろいろな情報が一目でわかるような形になって

いるのが面白いなと思って紹介させていただき

ました。[資料 3-14]

次にパキスタン・バロチスタン州の中学校事

業について紹介します。パキスタンの教育制度

は５・３・２制です。小学校が５年、中学校が

３年、高校が２年で小学校から男女別学です。

日本と少し異なるのは、小学校を卒業してから

３年制の中学校に行くのではなくて、中学校は

小学校に併設されているので中学校と言えば８

年制なのです。２年制の高校を含めれば 10 年制

になります。アフガニスタンにおける小学校就

学率は、全国平均で統計上 71％、中学校の就学

率が 45％ですが、男女格差があります。アフガ

ニスタンとイランの国境に近い所に位置するバ

ロチスタン州はさらにこれを下回る状況になっ

ております。[資料 3-15]

この事業は中学校の増設を行うものです。パ

キスタンでは中学校を卒業すると職業に結び付

くという意識が強いので、技術教育の充実が求

められます。中学校の増設をするため、既存の

小学校 200 校に中学校３年分を足して中学校に

昇格させる事業を行いました。中学校に昇格さ

せた 200 校の内訳は、女子校が 120、男子校が

80 です。さらに別の 52 中学校に技術家庭科教

室の新設を行い、両方合わせて 252 校に理科教

室を新設しました。また、技術家庭科教員の研

修を 52 中学校の４クラス分、各校４人ずつの計

208 名を対象に行いました。以上、簡単にイン

ドネシアとパキスタンの事業を紹介いたしまし

たが、JBIC が主に支援しておりますのは校舎の

建設、あるいは建設された校舎での教育機材の

整備が中心になっております。[資料 3-16]

最後に、円借款を供与する際、特に大切なこ

とを思いつくままに３点挙げました。まず、相

手国の教育制度を良く知るということが非常に

大切です。「総合的な視点が大切」と書きまし

たけれども、校舎を建てるといいましても、萱
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島さんもおっしゃったように、教育は非常に広

範にわたる巨大なシステムを動かさなければな

りません。また、教育行政についても、例えば

地方分権で国の小中学校であったものが地方自

治体の所管に移るというような動きが非常に増

えておりますので、そういった地方分権の動き

が教育行政にどのような影響を与えていくのか、

というような視点が非常に重要です。それから

校舎を整備して済むのではなく、校舎を建設し

た後の教員人事行政や教科書行政がどのように

行われるのか、そういった部分の教育行政も総

合的によく知った上で教育支援をやっていく必

要があります。

２点目として、借入国とともに事業の最適化

を図るという意識です。ただ単に要請が上がっ

てきたものに対して供与するということではな

く、共に考える姿勢が大事だと思います。債務

負担で苦しんでいる国も非常に多くありますか

ら、同じ投資をするのであればできるだけ効率

的、効果的なものでなければなりません。投資

したものが持続性をもってその国で生きていか

なければいけません。そのためには先ほどと同

様に、その国の教育行政をよく知る必要があり

ます。JBIC と相手国政府との対話を通じ、何が

問題で、問題を解決するためにはどのような手

法が最も効率的・効果的なのかという視点を持

ち、進めていくことが重要です。

最後に「日本の良さと現実を意識すること、

日本の行政経験の活用とその限界」と書きまし

たが、日本は教育で成功し、経済成長を遂げた

のだから日本の教育が途上国ですべてうまくい

くかのような意見を時おり聞きます。相手国の

文化的、社会的な背景も踏まえた上で、現地の

リソースをいかに活かすかということが大事で

あって、一概に外から持ち込んでどうのこうの

という話ではないと思います。しかしながら一

方で、日本の良さというものもありますから、

そういう経験を活かしながら、対等な視点で協

力していく必要があると思っております。[資料

3-17]

（（（（3333））））シシシシャャャャンンンンテテテティィィィ国国国国際際際際ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアア会会会会事事事事務務務務局局局局次次次次長長長長

三三三三宅宅宅宅 隆隆隆隆史史史史

私の報告は３つあります。１つ目は NGO が教

育分野でどういった活動をどんな規模でやって

いるのか、日本の NGO の教育分野に取り組む

NGO のオーバービューを最初にお話します。２

番目に、私が所属しているシャンティ国際ボラ

ンティア会（SVA）のプロジェクトの事例を２

つご紹介したいと思います。最後に、SVA の課

題を簡単に触れたいと思います。[資料 4-1]

最初に、日本の NGO の概観・現状をお話しま

す。NGO についての統計、データは非常に限ら

れておりまして、大学生やいろいろな組織が調

査等のお願いに来られます。インタビュー、ア

ンケートが毎週のように来ますが、それに NGO

スタッフが答えている暇がないという状況です。

これは、JANIC という日本の NGO のコンソ

ーシアムが行った調査ですけれども、それでも

適当に答えている団体もかなりあると思います

ので、データの妥当性がどれだけ高いのかとい

うことを抜きにしてお話したいと思います。

教育分野で活動している団体は 148 団体あり
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ます。これは 1996 年のデータですが、この時点

でアンケートにきちんと答えてくれた NGO が

217 団体ありまして、その中のうちの 148 団体

ですから、全体の 68％です。教育分野で活動し

ている NGO が日本の NGO の中でセクターとし

ては一番多いのです。２番目が子ども。３番目

が保健・衛生・水供給。４番目が農村開発・農

業です。教育とは何か、といってもアンケート

に答えたそれぞれの団体が考える教育の定義に

従って選んでいますから、かなり広く捉えられ

てている可能性があります。いずれにしても、

日本の NGO の中で教育分野に取り組む団体が一

番多いということです。ただ、教育といっても、

村田さんのお話にもありましたように、セクタ

ーとしての教育です。人間のいろいろな活動、

農業や保健からのアプローチであったり、開発

の様々な側面に教育のコンポーネントも必要だ

ということで「そういった要素もあります」と

いう場合もあるでしょう。例えば、農村開発を

やっている NGO が「トレーニングをやります」

ということで教育を含めている場合があります。

これは 1994 年のデータなのですが、「教育」を

セクターとして主に取り組んでいるのが、176

団体のうちの 74 団体。「活動の一部に教育の要

素あり」が 102 団体ということになっておりま

す。[資料 4-2]

次に、活動の地域です。このデータは「教育

協力 NGO ネットワーク（JNNE）」という去年

できた教育分野で活動している NGO のコンソー

シアムのもので、比較的新しい 2001 年のデータ

ですが、このコンソーシアムに参加している 33

団体のうち、アジアが圧倒的に多いわけです。

アフリカ、ラテンアメリカ、中近東、コソボを

含むその他ということになっています。JICA は

アジアからアフリカへというシフトをかなり前

からされていますけれども、NGO は未だにアジ

ア中心という現状がありまして、今後はアフリ

カ地域に取り組んでいかないといけないのでは

ないかなと思います。[資料 4-3]

次に活動領域、サブセクターですが、ノンフ

ォーマル教育、初等教育が中心です。この辺が

JICA や JBIC とパートナーシップを今後組んで

いくべき領域なのかなと思っております。これ

は FASID（国際開発高等教育機構）の調査で 1995

年のものです。この時は教育に取り組んでいる 80

団体が回答しました。ノンフォーマル教育の事

業の数が 255 プログラムあり、小学校、中学校、

高校、就学前と続いて、高等教育はプライオリ

ティが低くなっています。また、教員養成もか

なり低く、この辺がNGOの課題かなと思います。

[資料 4-4]

事業の内容というか、支援、介入の中身につ

いてですが、文具供与（文具・教材・図書の供

与）が１位です。２番目が学校建設。３番目が

奨学金の供与・貸与です。この「文具機材図書

供与」を「機材供与」に言い替えたら ODA と変

わらないではないか、と思ったのですが、そう

いった傾向が NGO にもあるということです。さ

らに下のほうを見ていくと、給食や保健衛生栄

養指導というものもあります。[資料 4-5]

事業を進める上でのパートナーですが、現地

NGO、住民組織が一番多い。これは住民と近い

ところで、住民参加を重視して行う NGO の特徴

が現れているのだと思います。また、「現地に

組織をつくる」というのもあります。例えば私

どもの会もそうなのですが、1981 年に SVA の

バンコク事務所をつくり、ローカルスタッフを

雇用して活動しております。1991 年の時点で現
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地法人化し、ローカル NGO 化しました。最初は

現地事務所をつくり、現地スタッフの能力が高

まった時点で現地法人化する場合も結構ありま

す。[資料 4-6]

以上が日本の NGO の概観です。ただ、お話し

たデータは 1995 年のものも含まれているので、

ここ５年間ぐらいでだいぶ変わってきているの

かなという気もしておりまして、「教育協力

NGO ネットワーク（JNNE）」では日本の NGO

の教育プログラムのプロフィールをつくり、現

状と課題を明らかにしようということで、来年

度４月以降に実施を予定しております。JNNE

の参加団体は、お配りしている資料( P.50)にあ

ります。

次に SVA のプロジェクト事例ですが、２つの

事例についてお話しします。まず１つは、難民

キャンプでの図書館の事業です。ミャンマーか

らタイに逃れている難民の人たちは現在 13 万人

ほどいらっしゃいます。タイ政府に登録されて

いる難民キャンプは 10 カ所あるのですが、SVA

はそのうちの５つのキャンプで活動をしており

ます。プロジェクトの実施期間は 2003 年までの

３年間。上位の目標としては、子どもと成人の

知識、技能、価値・態度の改善ということなの

ですが、これはあくまでも上位目標です。プロ

ジェクトの目標、つまり達成しなければならな

いこととしては、対象となるキャンプで図書館

活動が普及するということです。1990 年後半ま

ではノンフォーマル教育の援助は難民キャンプ

では全く行われておりませんでした。というの

も、教育分野の援助は初等教育に限るという難

民受入国としての方針があったためです。それ

が、1997 年から拡大されて「ノンフォーマルも

いいですよ」ということになって、SVA は図書

館の活動を始めることにしました。[資料 4-7]

「投入」については、SVA側は、プロジェクト・

マネージャーと図書館の専門家として日本人を

派遣しています。コーディネーター以下はタイ

人のスタッフです。また教材、図書、建設資材

の供与と、１カ月 500 バーツ（約 1,500 円）の

図書館員の給与をリカレントコストとして支払

っています。このキャンプは外に出られないキ

ャンプなので、彼らには収入が一切ありません。

アフガニスタン難民のペシャワール等のキャン

プは外で働くこともできますが、タイにいるミ

ャンマーの難民の人たちはキャンプの外に出ら

れないという状況です。収入向上のプログラム

は一切認められていないので、インセンティブ

としてお支払いしております。キャンプ側は、

図書館を運営する委員会（こちらは無給）をつ

くっています。また、図書館の建設用地、図書

館員と図書館建設の労働力を提供します。さら

に図書館の建物に使う屋根、これは葉なのです

が、それを取ってくることも含まれます。取っ

てくるというのは、キャンプ内の木から落ちて

きた葉を集めるということです。[資料 4-8]

次に事業のプロセスについてお話します。こ

れがキャンプの図書館ですけれども、１つのキ

ャンプに 2 カ所から４カ所建てております。先

ほどの屋根というのは、この部分です。これが

屋根なのですが、この葉を難民の人たちが集め

てくるのです。

まず最初に、本をつくるというところからや

らなければなりません。難民の人たちはカレン

系のミャンマー人です。要するに、カレン族の

人たちです。公用語はビルマ語で、母語はカレ

ン語です。カレン語の本を子ども、成人に提供

しなければいけないのですが、出版社がないた
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めにカレン語の本がありません。そこで日本で

出版された本、あるいはタイ語、英語の本をカ

レン語あるいはビルマ語に訳します。絵本の場

合は、英語なら英語が書かれた部分にカレン語

の訳、ビルマ語の訳を貼っていくという非常に

労働集約的なやり方で本をつくっています。

住民の代表で構成される図書館委員会は、図

書館の運営組織としてマネージメントを行いま

す。図書館の建設、図書館員の養成、本の供与、

開館と手続き、図書館員のオンザジョブトレー

ニングを行います。ここに「モバイル（移動図

書館活動）」とありますが、小学校や保育園の要

請に基づいて本を貸し出すという、アウトリー

チ・サービスです。あとはモニタリングと、フ

ォローアップといって、本の追加供与、建物が

壊れたときの補修等を行います。[資料 4-9]

図書館の活動はノンフォーマル教育ですが、

学校教育と同じ様に、最低３つのものが必要に

なります。まず１つは建物です。この建物の場

合は２週間程で約８人の住民がつくりました。

竹とユーカリでできていて、屋根は葉です。特

徴は、床があるということです。通常、難民キ

ャンプの小学校では竹でつくった机と椅子が合

体したものが地面に突き刺してあります。机と

椅子は動かせないため、子ども中心の活動がで

きるスペースがないのです。床があるというの

は教育のファシリティとしては珍しいことで、

このように子どもが座っていろいろな活動がで

きるのです。他に柱がないのも特徴です。写真

にあるように、子どもたちの前で図書館員が読

み聞かせをやっているわけですけれども、柱が

あると見えないわけです。加えてベランダがあ

ります。日本人で図書館の専門家のアイディア

でベランダを建物の外側につくりました。図書

館とはいっても静かな図書館ではなく、ノンフ

ォーマル教育の施設という位置づけですから子

どもが大声で遊んだりしてうるさいのです。ベ

ランダがあると大人も子どももそこで静かに読

書できるという考えだったのですが、あまりう

まくいきませんでした。理由の１つは、犬が来

てベランダで糞をするのです。もう一つの理由

は、この図書館はよい所に位置していて、グラ

ウンドの脇にあるのです。グラウンドでは夕方

になると男の子が（女の子でもいますけれども）

サッカーをするわけです。雨季になると、自分

の出番がなくなるとこのベランダに来て観戦す

るわけです。スタジアムになってしまうのです。

他にもタイの陸軍が難民キャンプ内をうろうろ

していますが、その人達がベランダに寝に来る。

そうすると、子どもが怖がって来ないのです。

次の活動地の図書館にはベランダはなくそうと

思っております。

また「スカイライト」というのは、電気がな

いので採光のためのプラスチック製トタンを屋

根に付けた明かり取りのことです。[資料 4-10]

2 つ目の要素は本です。現在まで約 70 タイト

ルの本をつくりましたが、先ほど言いましたよ

うに、普遍的で価値のある、優れた本を選んで、

図書館員がカレン語の訳を貼っていくのです。

翻訳は難民キャンプの学校の先生や SVA のスタ

ッフが行いました。その他、別の援助団体が出

版した本もあります。ビルマ語の大人向けの本

は、ミャンマーから来ている労働者がかなりい

る「メーソット」という、タイ・ミャンマー友

好橋のタイ側にある本屋で買えますが、SVA 独

自の出版もしております。これまでアジアの民

話集や、子どもの権利などについて４タイトル

の本を各 1,000 部程出版しました。[資料 4-11]
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３つ目の要素は学校教育で言うと先生にあた

る人、図書館員です。各図書館に２人います。

このスライドは読み聞かせをやっているところ

です。元学校の先生という人は結構いたのです

が、図書館の仕事をするのは皆初めてです。図

書館というと静かに本を読む所だと思っていて

「なぜこんな読み聞かせをやるんだ」と。

この女の子はもうお母さんなのですが、19 歳

ぐらいです。高校を出てから何もしていなかっ

たのですが、研修で子どもの前で読み聞かせの

練習をするわけです。その時彼女は「10 人以上

の人の前で話をしたのは生まれて初めてだ」と

言っていました。カレン族の社会では、かつて

の日本と同じように性別役割分業が非常に貫徹

しており、リーダーシップは男性がとります。

けれども研修を受ければ誰でもできるようにな

るものです。[資料 4-12]

2001 年の３月に最初のキャンプで開館し、同

年 11 月、主に目標達成度の中間評価を行いまし

た。アクセスの面ですが、キャンプの子どもの

うち 50％ほどが図書館に来ていましたが、特に

青年層の利用は少なく、大人は４％しか来てい

ませんでした。子どもが行っていると大人が行

きにくいのです。また「図書館が遠い子どもは

来館しない」という結果から対応策を考えなけ

ればいけません。

ここにセクション（キャンプ内の地区）ごと

の図書館利用率があります。KG とは、ビルマの

教育制度には KG という幼稚園のクラスがあっ

て、その後で小学校１年と始まっていくのです

が、日本で言う小学校１年生から小学校３年生

までの図書館の利用率です。図書館があるのは

この第３セクションと第６セクションと 11Ｂセ

クションなのです。これらのセクションでは８

割近くの子どもが来ているのですが、この７と

いう所は０で、８という所も３％ぐらいしか来

ません。

分かったことは、このキャンプは川沿いに位置

している横に長いキャンプなものですから、端

から端までが８㎞、子どもの足で歩くと３時間

かかるのです。いろいろな制約があり、図書館

は３カ所しか建てられない状況ですので、この

７という所だと、一番近い６というセクション

の所まで行くのにも 20 分ぐらいかかるのです。

そうすると、もう行きません。ノンフォーマル

教育の施設というのは子どもの足で 15 分以上か

かる所では利用率が非常に低くなる、というの

が我々の難民キャンプでの経験から得た結論で

す。

質の面では、図書館員の能力は向上したもの

の、本の数は圧倒的に不足しておりますし、建

物は雨漏りや破損などの補修が毎月のように必

要な状況です。[資料 4-13]

これは主に学校の先生や親へ行ったインタビ

ューの調査結果です。知識面では言葉の能力、

異文化への理解が高まりました。技能はコミュ

ニケーション能力、態度・価値の変容にもつな

がりますけれども、特に人前で話したり、人の

話を聞く能力が高まりました。親から「よかっ

た」と言われたのは子どもの居場所ができたこ

とです。今までは学校が終わったら行く所がな

かったので、男の子はサッカーをするなどして

いたのですが、特に女の子は家の軒下で遊ぶぐ

らいでしたので学ぶ場ができたのには喜ばれま

した。[資料 4-14]

評価の提言に基づいて現在取り組んでいるこ

とがここに挙げられております。[資料 4-15]

教育分野の難民援助の課題として３つ挙げま
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した。１つは、住民の人たちのオーナーシップ

を保障することと、公正さとのバランスです。

カレンの人たちもスゴカレン、ポーカレンと分

かれますし、本当に少数ですけれども、ムスリ

ムの人たちもいるのです。図書館委員会をつく

る際、「少数民族や女性も入れてください」と

いうお願いをするわけですが、（半分は押し付

けるわけですけれども）、マイノリティの人は入

っていなかったり、女性が少なかったりといっ

たことがあります。結局、図書館委員会のメン

バー10 名のうち８名が男性です。この辺り、ど

こまで「押し付ける」のかという問題で悩んで

おります。

２点目は「政治的中立性と住民組織の参加」

です。難民というのは、政治的な理由で戦争や

人権弾圧から逃れてきているわけです。逃れて

きているということは、逆に言うとミャンマー

の現政権に対抗する勢力の人々の集まりなわけ

です。カレンの人たちの場合はカレン民族同盟

というものがあって、その政治的な組織がキャ

ンプの中にもあるのです。もちろん、軍事的な

組織ではありませんが、住民組織の参加と政治

的中立性をどうやって保っていくかも非常に難

しい問題です。

最後は「多言語での活動によるコスト」です。

彼らの母語はカレン語ですが、本国帰還を望ん

でいますので、公用語であるビルマ語を勉強し

なくてはなりませんが、難民キャンプにいる間、

ほとんどビルマ語は役に立たないわけです。

[資料 4-16]

次に、ラオスでの教材開発の活動を紹介しま

す。ラオスは LLDC 諸国の１つですが、教材開

発の事業の一つとして謄写版配布事業をやって

おります。謄写版というのは日本でかつて使わ

れていたものなのですが、SVA はこれをラオス

で普及する活動を行っています。謄写版という

のは、ステンシルという用紙に「ガリを切る」

といって、「プリントごっこ」と同じ原理でス

クリーンの上に印字します。ローラーでインク

を付けて刷るとプリントできるというものです

が、これは電気が要りません。これで電気がな

いところでも教材がつくれます。[資料 4-17]

プロジェクト目標は印刷事情が向上し、小学

校の事務効率が上がるということです。２つ目

は、教材作成を挙げています。教科書は先生し

か持っていないという場合が非常に多いため先

生は黒板に書いて、子どもはそれをノートや小

さい石板に写すというような教授法が多いので

す。それを解決する方策として、先生がプリン

ト教材として子どもに配ることができるように

するというものです。

３つ目は、教材がないことの結果なのですが、

トーク・アンド・チョークといって、先生が黒

板に書いたものを子どもが書き写し、おうむ返

しのように繰り返します。社会主義国というこ

ともあって、こういった知識詰め込み型、教員

中心型の学習プロセスを子ども中心のものに変

えていくことが目標です。[資料 4-18]

ラオスでの謄写版配布事業は 1994 年から始ま

り 2002 年、今年でやっと終わります。ラオス全

土のすべての小学校に謄写版を配布することを

成果としています。始めた当初は、学校数が 6,000

校ぐらいだったのですが、その後どんどん増え

ていって「これはいつになったら終わるんだ」

という状況でしたが、最終的に実施期間は伸ば

しに伸ばして９年間になりました。もう一つの

成果として、謄写版の活用法について教員研修

が行われたことです。尚、この事業は郵政省の
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ボランティア貯金の資金で行っています。そし

て最初にご紹介したミャンマー難民の図書館事

業はUNHCR と業務委託契約を結んで、UNHCR

からの資金で行われている事業です。ビエンチ

ャンに教育省の教材開発センターがありますが、

そちらで謄写版をつくっています。ビエンチャ

ンに 1 カ所、地方に 5 カ所教材センターをつく

っておりまして、そこで謄写版を年間 1,300 程

つくっています。[資料 4-19]

これに関しても 2000 年に「包括度」「適合度」

「必要度」「効率度」「適応度」という評価基

準を設け中間評価を行いました。これは DAC 評

価５項目を教材配布事業に見合った項目に変え

た方がいいということで、このような項目にな

ったわけです。

我々が考えている教材は３A と言っているの

で す が 、 Affordable ： 買 え る か ど う か 、

Accessible：市場で手に入るか、 Appropriate：

適切であるか、です。例えば、電気のない所へ

コピー機をあげても使えないですね。そういっ

た観点でこの評価基準をつくったのです。

[資料 4-20、21]

「包括度」として、まず謄写版を配布された

学校の割合は 55％でした。2000 年の時点で

4,430 校でしたが、実際に利用しているのはこの

配布した学校のうちの 67％に終わっていたとい

うことです。けれどもワークショップに参加し

た学校の場合はその利用率が 78％に上っていま

す。また、謄写版が使える子どもの割合は配布

した学校のうち 63％でした。「適合度」ですが、

事務に使っているのが 82％、教材に使っている

のが 74％。「学習上の生徒の関心の変化が見ら

れたか」については７割ほどです。[資料 4-22]

「必要度」、どれくらいの頻度で使っているか

については年間（９カ月）に 11回以上が 26％、

6〜10 回は 30％という結果でした。「効率度」

ですけれども、製作コストは１台当たり 62 ドル

です。これは輪転機の 16分の１、コピー機の 37

分の１です。また、電気代はかかりません。「適

応度」、持続可能性という意味も含まれているの

ですが、修理を必要とした学校の割合は３割で

す。必要といっても、スクリーンが破れるなど、

そういったレベルのことなので自分たちで直せ

ますし、消耗品は市場で買えます。[資料 4-23]

評価結果からの教訓としては、当たり前の話

なのですが、まずワークショップをきちんとや

らないと利用されないということです。教育省

との契約で、全部の学校に配るという要請に基

づいてやっていたため「とにかく、つくって送

ってください」と教材開発センターにお願いし

て、ワークショップは後からやっていました。

配布に合わせて使い方を教えるワークショップ

を開催しないと駄目だということが分かりまし

た。

子ども中心の学習プロセスについてですが、

日本で昔あった文集づくりを普及する活動を途

中から始め、学校では非常に有効に活用されま

した。

また、保護者、子ども、学校とのコミュニケ

ーションをよりよくしていくための学級通信を

日本では当たり前のようにやっていますが、こ

れを先生が作り、子どもに渡すという取り組み

を始めております。

それから、小学校にはもう配り終えるのです

が、教育省から成人識字教室や、中学校にも謄

写版配布の要請を受けております。ただ、電気

の普及率もだんだん上がっているラオスでは謄

写版は要らなくなっていくわけですから、経済
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的な発達の度合いを見ながら決めていかなけれ

ばなりません。[資料 4-24]

最後に、簡単に私たち SVA の教育協力におけ

る課題に触れたいと思います。１つは、ノウハ

ウの蓄積ということです。いろいろやっている

のですが、それが文書化されていないのです。

プロジェクトドキュメント、報告書は出してい

るわけですけれども、報告書というのは概ね良

いことしか書かない傾向ですので、評価報告書

等でも悪いこと、失敗したことを含めてノウハ

ウを蓄積していかなくてはなりません。これま

で「カンボディアの学校建設事業」、「東北タイ

での総合的な教育開発事業」、「ラオスの謄写版

事業」についてまとめました。今後さらに「教

育と開発リサーチペーパー」というシリーズで

文書化していきます。

２つ目は、プロジェクトサイクルの最低限の

基準をつくり、かつそれをスタッフ、SVA の全

事務所が遵守するということです。これはプロ

ジェクトの品質管理を目的として、最低限の基

準クリアーするためのものです。現在の最低基

準は、かなりハードルの低いものとなっていま

す。例えばベースライン調査は必ずやる、とい

ったものです。

また、１つの国、あるいは１つの対象地域で

行ったことを別の国や地域で活かしていく必要

があります。現在はタイ、カンボディア、ラオ

ス、ミャンマーの難民の４つのプログラムしか

やっておりませんので、いきなりアフリカとい

うのも無理だと思うのですが、ノウハウの蓄積

をとおし、同じ国の中であっても対象地域を広

げていくことが必要だと思っています。

海外事務所の現地化について触れます。SVA

の援助戦略として、カウンターパートは政府だ

ったり住民組織だったりするのですが、プロジ

ェクト実施をマネージする、ODA で言うプロジ

ェクト・インプリメンテーション・ユニットは

SVA の場合、各国の SVA 事務所そのものにな

っているのです。日本人がいて、コーディネー

ター専門家がいて、その下にローカルスタッフ

がいるわけですけれども、それをわざわざ海外

事務所をつくってやっているのです。それをい

つかは現地化していかなければいけません。そ

のためにはローカルスタッフの能力強化を図る

必要があります。

最後に、これが非常に難しいのですが、事業

の持続可能性です。援助をやっている間はうま

くいくのですが、フェーズアウトしたら終わっ

てしまうという事業がこれまでに何度もありま

した。村田さんのお話にもありましたけれども、

学校の支援だけ、あるいは教員、教材、建物だ

けをやっていても就学率は上がらない。特にア

クセスの面でなかなか上がらないのです。もち

ろん、ある程度は上がるのですが、結局、貧困

の問題を解決しなければいけません。農村開発、

収入向上、保健、安全な水の確保等、総合的に

いろいろやっていかないと教育の質、アクセス

は改善されないということで、今カンボディア

では総合的に取り組んでおります。ただ、これ

もコストがかかるし、フェーズアウトの時期が

ますます難しくなる場合もあります。

今考えているのは、「他の援助機関とパート

ナーシップを組む」ということです。例えば、

農業を専門としていない団体が、農業分野で活

動する NGO（ローカル NGO でも国際 NGO で

も構わないのですが）と同地域でやっていくと

いうようなことが今後必要だろうと思っていま

す。１つのセクターに特化してやるか、あるい
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は総合デパート的にやるかということで言うと、

SVAの場合これまでの20数年間の結論として、

基礎教育セクターに特化してやっていきましょ

う、という方向性になっております。

もう一方で NGO というのは、市民に支えられ

ている組織ですから、日本の市民参加をできる

だけ促進しようという取り組みがなされていま

す。クラフト・エイドという工芸品を販売する

事業、リサイクルブックエイドという事業を行

っています。これはブックオフという会社とタ

イアップして、ブックオフに古本を売ることに

よってその代金が寄付されるというシステムで

す。

司司司司会会会会：：：：ありがとうございました。これから第三

部に入らせていただきたいと思います。第三部

は壇上の方とフロアの方と直接的にやり取りを

していただきたいと思います。ファシリテータ

ーを村田さんにお願いします。

４４４４．．．．第第第第三三三三部部部部 フフフフリリリリーーーーデデデディィィィススススカカカカッッッッシシシショョョョンンンン（（（（質質質質疑疑疑疑応応応応答答答答））））

村村村村田田田田：お疲れのところを恐縮です。今までずっ

と話を聞きっ放しで、早く発言したいというフ

ラストレーションもたまっていることかと思い

ますので、これまでの発表の内容に関してのご

質問をお受けしたいと思います。あるいは、コ

メントでも結構です。ご質問等々ある方は挙手

をお願いいたします。

参参参参加加加加者者者者：成城大学３年吉田と申します。村田さ

んのお話の中で、アフリカの女の子の例が出て

きましたが、その中で貧困の解消をしなければ

ならない、という話がありました。そのための

具体的な JICA の取り組みについてお話いただけ

ますか。

村村村村田田田田：貧困の解消という非常にきつい質問です

が、教育と貧困の関連についてお話いたします。

教育の役割というのは、貧困のサイクルを断

ち切るための武器の一つであると我々は考えて

います。先ほども発表の中で申し上げましたと

おり、文字の読み書きができない、計算ができ

ない、ということは基本的な市民生活、社会生

活を営む上でかなりの不利益を被ります。例え

ば生活向上のために仕事をしたくても得られな

いといった場合、教育はそういった状況を断ち

切ることができるという観点から、教育の役割

を非常に重視しております。ただし、教育だけ

でできることは非常に限られています。例えば、

貧困を解決するためには農業生産性の向上、保

健、衛生、栄養等々の知識の普及、その他さま

ざまな包括的、総合的な取り組みが必要になる

と思われます。けれども、これまでそういった

包括的な取り組みで非常にいい成果を上げたと

いいう話は私の勉強不足かもしれませんが、今

のところ伺ったことがありません。ただ、各援

助機関、国際機関、NGO 等々も、自分たちの得

意分野を見極めつつ、他のドナーあるいは市民

社会とパートナーシップを組んで、総合的な開

発を目指していこうという動きは大きな潮流と

してあります。

参参参参加加加加者者者者：東京大学大学院生の大川と申します。

質問は３点ほどあります。少し細かい話になる

のですが、萱島さんのご説明の中の事例で、ガ

ーナの小中学校理数科教育改善計画がありまし
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た。その中でベースライン調査を行うとのこと

でしたが、子どもの学力調査を行う際に、テス

トなどに基づいてやるのだと思うのですが、そ

のテストはどこがつくっているのかについてお

聞きしたいと思います。

2 点目ですが、萱島さんのお話で、識字教育の

事例がありましたが、この識字教育支援事業の

対象者１人１人の識字レベルの最終目標はどう

いうところに置かれているのかについてお聞き

します。

最後の質問は、これから教育支援の中でカリ

キュラムの改善などを教育協力の一つの内容と

して行っていくと良い、というお話があったの

ですが、現在 JICA は基本的に理数科プロジェク

トを中心にやっていらっしゃると思います。理

数科以外で協力をする可能性はあるのかについ

て村田さんか萱島さんにお聞きしたいと思いま

す。

萱萱萱萱島島島島：まず、ガーナの小中学校理数科改善につ

いてご説明したいと思います。教員の質の向上

を図るための現職教員の研修を行っております

が、その最初の一歩としてベースライン調査が

既に行われております。調査で行った学力テス

トですけれども、これはベースライン調査のた

めにつくられた学力テストです。作成したのは、

現地に派遣された日本の専門家の方々です。

日本人専門家が現地の大学と提携して、現地

の大学の教育学部の先生と一緒に叩き台をつく

って検討し、さらに日本の大学の先生が現地を

訪問し、それにアドバイスをして作成されたも

のです。

２つ目の、識字レベルの最終目標はどこまで

かについてですが、ヴィエトナムは識字につい

ては長い社会主義の経験もありますので、国家

政策としてやってきた経験を持っており、国定

教科書もあると申し上げました。ですから、こ

こまでが識字のレベルというような国家基準を

持っておりますので、それをクリアーするとこ

ろまでやります。

最後の質問についてですが、ご指摘のとおり、

今 JICA は理数科のみについて７件の協力をして

おりますけれども、これ以外の科目については

大きなプロジェクトとしては持っておりません。

ただ、途上国の教育の質の問題というと理数科

だけではなくて言葉の問題、特にアフリカなど

では英語ができないと次のレベルに上がってい

けないものですから、外国語教育は途上国では

非常に大きな問題です。その他、例えば健康に

生きていくための保健の知識、環境についての

知識というような科目も、今非常にスポットラ

イトを浴びています。そういったことについて

も、将来的にはぜひ JICA として協力を考えてい

きたいと思っておりますが、まだ具体的な計画

にまでは至っておりません。教育の質の問題に

踏み込んで協力をするというのはなかなか難し

いのですが、理数科で現地のニーズをどのよう

に把握して、それを教員研修の改善にどのよう

につないでゆけばよいか、カリキュラムにはど

のようにアプローチすればよいのか、評価の問

題はどのようにやっていけばよいか、といった

ことについて経験を積んでいる段階です。こう

した蓄積がある程度できてくれば、ぜひ他教科

についても取り組んでいきたいと思っています。

参参参参加加加加者者者者：：：：筑波大学２年の橋本と申します。でき

れば皆さんにお聞きしたいのですが、基礎教育

分野が量から質に重点が置かれ、教育というセ

クターの特徴でもありますが、客観的な評価が

難しいところがあると思います。これに関して、
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評価とからめてフェーズアウトの時期の策定に

ついてお聞きします。

村村村村田田田田：基礎教育援助が量から質へシフトしてい

る点に関してと、評価に関連する形でフェーズ

アウトの時期についてということですが、盛本

さんからお願いします。

盛盛盛盛本本本本：基礎教育分野での量から質へということ

なのですが、例えば校舎整備、教材整備の過程

で、質の改善について現地政府と話し合う機会

はあります。例えば、校舎をどのように利用す

るのか、特別教室を整備するのであれば、その

カリキュラムをどういう意図でやるのかなどを

話し合っていく過程で、質の向上に結び付けて

いくことはできると思います。ただ JBIC だけの

取り組みの中ではカリキュラムの面では限界が

あると思います。技術協力の分野と言いましょ

うか、もう少し総合的に教育の全体、質も量も

向上していくような観点で、JICA との協力を進

めていく必要があると思います。

三三三三宅宅宅宅：：：：量から質という話なのですが、逆に言う

と、NGO の場合、質はある程度あったのかもし

れませんけれども量がないのです。１つのコミ

ュニティでやっていてもそれが他に波及してい

かないというケースが多いのではないかと思い

ます。ですから、質も確保しつつ量を増やして

いくというのが NGO 側の課題かなと思っており

ます。

フェーズアウトは、基本的にはプロジェクト

の目標が達成されるということが基準になると

思います。例えば、謄写版の事業でしたら、学

校にそれを配るという目標があるわけですから、

これが達成されたら一応終わりとなります。

萱萱萱萱島島島島：フェーズアウトの問題ですが、プロジェ

クトごとのフェーズアウトというよりは、どこ

まで基礎教育開発をやるべきなのかという観点

からお答えします。量に関しては就学率 100％

が目標です。例えば 2000 年にダカールで教育に

関する大きな国際会議がありましたけれども、

ここで「すべての子どもが就学し、修了する」

ことを目標として謳われました。就学率の統計

はだいたい４月１日でとっていますので、学年

末になると子どもの数がグッと減っているのが

現状です。また、中退率が高く、５年次で残っ

ている子どもの数が非常に少ないのです。「す

べての子どもが就学し、修了する」就学率や修

了率が 100％になるということが量的な目標値

だと思うのですが、質については非常に難しく、

どのレベルまで教育の質が良くなればいいのか

については、世界の援助関係者、教育開発の関

係者の間で、今も議論されているところです。

教育の質を良くしようとすれば、それだけ投

入は多くならなければなりません。60 人の教室

よりも 40 人の教室の方が、40 人よりも 20 人の

ほうが教育の質は高まります。２部授業より１

部授業の方が先生の負担も少なく、先生も余裕

をもって準備ができるし、きちんと授業ができ

ます。それには比例してコストが非常にかかっ

てくるので、どこまで教育の質を求めないとい

けないのかは一概には言えず、基本的には国ご

と、地域ごとに定められていくものだと思いま

す。加えて国ごと、地域ごとに達成度を設定し

ても、それを評価するのが非常に難しい部分が

あります。もしくは、国際比較が非常に難しい

ということで、ダカールの会議でも、1990 年に

開催されたタイのジョムティエンでの会議から

10 年間でどれだけ基礎教育が向上したのかにつ

いて議論しましたが、就学率の変化は明らかで

した。けれども、あれだけのコストを世界中が
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払って、質がどれだけ変わったかというのは非

常に比べにくいし測りにくいのです。これも、

古くて新しい議論で、質をどうやって測るかと

いうのは最終的にはアチーブメントテストのよ

うな学力検査で行うしかありませんが、どこま

でそれに普遍性を持たせられるかは、さまざま

な議論があって結論が出ておりません。

村村村村田田田田：：：：今のお３人方のお話を受けた形で取りま

とめますと、学校だけではなくて、コミュニテ

ィに根ざした教育開発に強く、教育の質の部分

で貢献している NGO と、量的にある程度大きな

範囲をカバーすることが可能な ODA、この２つ

が組み合わさることでより効果的な、効率的な

新事業が可能になるのかなと感じました。

フェーズアウトなのですが、プロジェクトと

いう名前になっている以上、目標を達成した後

にはフェーズアウトしていく形になります。理

想的には、三宅さんのお話にもありましたよう

に、持続可能性です。現地側の持続可能性があ

る程度見え始めた時点で手を引いていくという

のが非常に理想的な時期なのではないかと思っ

ております。

それでは、時間になりましたので質問はこの

辺で区切らせていただきます。今日の参加者の

リストを拝見しますと学生の方が非常に多いの

で、今後この分野を目指される方に対して何か

一言ずつアドバイスを。あわせて各機関が今後

どのような教育協力を進めていくのか、その決

意のほどを一言述べていただきたいと思います。

萱島さんからお願いします。

萱萱萱萱島島島島：：：：今日は学生さんの参加が多かったと思う

のですが、実はこんなに集まるとは思っていな

かったので意外だったのと同時に、教育に関す

る関心が非常に高いのだなと思い嬉しく思いま

した。もし途上国の教育に関わっていきたいと

思う方がいらっしゃいましたら、あらゆる形で

の関わり方がありますので、いろいろな所で知

見を積んでいただければと思います。日本では

まだまだ教育開発についての教育や研究の場が

それほど整っていないので、欧米の大学等で勉

強を続けている方もたくさんいらっしゃいます。

NGO 等で経験を積まれる方もいらっしゃいます。

JICA も社会人採用が非常に多いですし、JICA の

専門家として働いている方もいらっしゃいます。

ある程度のキャリアを積んだところで NGO や国

際機関に行かれる方もいらっしゃいます。ぜひ

いろいろな場で活躍していただいて、またどこ

かでぜひお目にかかって次回は教えを乞いたい

と思います。

JICA の今後ですけれども、先ほど JICA の方

針というようなことでお話申し上げたのですが、

まだまだ JICA は教育分野については後発だとい

うことを常に感じております。いろいろなドナ

ーのプロジェクトを見ても、今回発表していた

だいた日本の NGO の活動等を見ても、JICA は

まだ多くを学ばなければなりません。私たちも

日々勉強を重ねているところです。

基礎教育開発については、JICA だけでできる

話ではありません。特に、地域社会との連携を

確保していくためには、現地の NGO もしくは国

内の NGO の持っているノウハウは非常に大きな

ものがあります。また、ある程度大きな、例え

ばある国全体の教育開発計画というのは、網羅

的な協力が必要で借款の世界になってきます。

世銀はそのようなたくさんの教育開発事業をあ

ちこちでやっています。そういう意味では JICA

と JBIC との連携も将来ぜひあればと思っており

ます。
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もう一つ大事なのは、日本がきちんとした援

助を行っていくためには各援助機関だけではな

くて、それを下支えしているといいますか、基

礎となるアカデミックな研究のレベルが高くな

いと、ただ素人が紙をつくっているだけという

ことになります。そういう意味では、最近いろ

いろな大学で教育開発についての研究が進んで

いるのは非常にありがたいことだと思っており

ます。日本の大学で教育開発についての研究や

調査、分析、人材育成がすすみ、大学との連携

を図りながら JICA も他の先進国と肩を並べて物

が言える、良い事業ができる組織だといわれる

ようにしたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。

三三三三宅宅宅宅：：：：NGO というのは雇用の機会として考える

と、２年前のデータなのですが、日本には NGO

が 370 あって、それで仕事として給与を得て、

スタッフとして雇用されている人は 1,000 人し

かいないのです。1,000 人のうちの 200 人が海

外で活動し、800 人が東京や大阪にある本部で

働いています。今なお非常に限られた雇用機会

にある。日本の NGO はそれだけキャパシティが

小さいということです。

先日、外務省の研修でワシントン DC にある

Academy for Educational Development とい

う NGO を訪問する機会があったのですが、こ

の団体は JICA や JBIC の仕事もされていますけ

れども、１つの NGO でスタッフが 900 人いる

のです。日本の NGO 全体で 1,000 人しかいな

いのに、アメリカでは１つの団体でそのぐらい

いるのですから、日本の NGO は発展途上の段階

にあります。

もちろん、NGO はどの団体でも良い人が欲し

いので、雇用の機会が非常に限られているとい

うことを踏まえてアプライしていただければと

思います。ただ、JBIC や JICA とは違って、ほ

とんどの NGO では定期採用はしておりません。

インターネットのホームページや、JANIC（NGO

活動推進センター）のニューズレターなどで人

材募集というのが出ますから、欠員募集という

パターンが多いですが、多くの情報を入手され

るといいと思います。

私は今日、SVA の話しかしていないつもりな

のですが、NGO について一般的な話というのは

非常に危険なのです。NGO と言っても小さいと

ころから大きいところまでいろいろありますし、

方向性やミッション、ビジョンもそれぞれ違い

ますから、NGO にアプライする前にその団体が

どういうところなのかよく知る必要があります。

そのために一番手っ取り早いのが、どの団体も

ボランティアやインターンをほとんどの団体が

受け入れていますので、そういうものに参加し

てみられるとスタッフの人と話せますし、その

団体が勤めるのに値するかどうかがよく分かる

と思います。決して安売りはしないようにされ

るといいと思います。

盛盛盛盛本本本本：：：：アドバイスをするのが非常に難しいので

すが、私が感じておりますのは、プロジェクト

が終わった後、持続的にその国が校舎を維持し、

教員の能力アップを図るというようなことを続

けていかなければなりません。そのためには、

国あるいは自治体の教育行政の能力をいかに拡

充していくか、という視点が非常に重要になる

と思うのです。

　協力の際、途上国の教育制度を紹介した適当

な資料がなく、調査をゼロから始めるような状

態のところもあるわけです。ですが、少なくと

も私たちには、日本ではどういう形で教育行政
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や学校運営がなされているのか、国、地方自治

体の関係はどうか、教員人事はどうなっている

のかについて知っておくことができます。自分

の国の教育行政を知らずに、他の国の教育行政

にアドバイスはできないと思います。これらに

ついては図書館に行けば把握することができま

すので、日本の教育制度のことをよく知った上

で途上国の教育支援を考えていただきたいと思

います。恐らく、将来そういった勉強が皆さん

の役に立つのではないかなと思っております。

今後ですけれども、政策についてお互いにど

ういうところが問題なのか、それをどのように

解決するべきなのかについて話し合うための調

査は、どちらかというと要請主義を原則として

いました。けれども、なるべく普段からその国

の政府の教育省の方々と話し合う機会を持って、

一緒に問題解決の方向を探るというような取り

組みをこれから強化していく必要があると思っ

ております。また、日本の中で途上国支援を行

っているさまざまな機関、団体、NGO、JICA、

などとの連携を図ることも大切です。お互いを

カバーし、補完できるような連携をこれからど

んどんやっていかなければならないと思ってお

ります。

村村村村田田田田：：：：私が言いたいことはほとんど言われてし

まいましたので一言だけ。とにかく、開発途上

国の現状を自分の目で見ること、肌で感じるこ

とを一番大切にしてやっていただきたいと思い

ます。教育開発の目標は、国家の開発目標を達

成するために掲げられるのではなくて、あくま

でもそこで勉強する子どもたちの笑顔を最優先

に考えてやっていくべきものだと思います。

壇上からはこの辺で失礼させていただきます。

司司司司会会会会：：：：ありがとうございました。最後に、この

シンポジウムを主催いたしました JICA 分野・課

題別ネットワーク「教育」チームの廣田チーム

長から一言ご挨拶申し上げます。

５５５５．．．．閉閉閉閉会会会会のののの辞辞辞辞

国国国国際際際際協協協協力力力力事事事事業業業業団団団団 社社社社会会会会開開開開発発発発協協協協力力力力部部部部第第第第２２２２課課課課長長長長////分分分分野野野野・・・・課課課課題題題題別別別別ネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク「「「「教教教教育育育育」」」」チチチチ−−−−ムムムム長長長長

廣廣廣廣田田田田 英英英英樹樹樹樹

長時間にわたり熱心に耳を傾けていただきま

して本当にありがとうございました。また、各

講師の皆様方におかれましては、大変お忙しい

中、資料も非常に分かりやすく充実したものを

準備していただき、お話の内容も私も伺ってい

まして非常に分かりやすく、かつ勉強になるも

のであったと思います。皆様方も、今回、JICA、

JBIC、シャンティ国際ボランティア会それぞれ

の活動についてかなり理解を深めていただくこ

とができたのではないかと思います。

最後に、私ども分野・課題別ネットワーク「教

育」チ−ムについてご紹介したいと思います。

これは JICA の組織ですけれども、現在教育分野

をまとめて所管しているような部署がありませ

ん。私のこの肩書に社会開発協力部の第二課長

とありますけれども、社会開発協力部では主に

プロジェクト方式技術協力を担当しております。

青年海外協力隊事業は別の事務局で担当し、個
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別の専門家、アドバイザーを派遣するようなと

ころはまた別の部署で行っているということで、

教育分野の知見、過去の事業経験などを組織横

断的に、また全体で共有することが非常に大き

な課題となっております。そうした中、試行的

に人口・保健医療、生態系保全、市場経済化な

ど 9 分野についてこの分野・課題別ネットワー

クチームが平成 13 年度に設置されました。その

中の一つとして教育のチームが昨年発足したわ

けです。

この教育分野の国際協力というのはまだ始ま

ってそれほど経験がありません。これからいろ

いろと勉強しながら形づくっていくものだと思

っておりますので、この時代を担う人材という

ことも含めて、皆様方にぜひこれから取り組ん

でいただいて一緒に勉強をしていきたいと考え

ております。

また、学生以外の既に各界の分野で働いてい

らっしゃる方も本日ご参加いただいていると思

いますけれども、そういった方々からはぜひそ

れぞれの分野でご活躍されております専門分野

で、また我々にアドバイスいただければ大変あ

りがたいと思います。今日のシンポジウムが、

これからの教育協力を考える上での一つのネッ

トワークづくり、そういった契機となれば、大

変意義があるのではないかと思います。本日は

どうもありがとうございました。

司司司司会会会会：：：： 本日はどうもありがとうございました。
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